
国 自 安 第１２１号の２

国 自 貨 第 ８１号の２

令和元年１０月３１日

公益社団法人 全日本トラック協会会長 殿

国土交通省自動車局長

「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等

について」の一部改正について

標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通達したので、

了知するとともに、傘下会員に対し周知徹底を図られたい。



国 自 安 第１２１号の２

国 自 貨 第 ８１号の２

令和元年１０月３１日

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関本部長 殿

国土交通省自動車局長

「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等

について」の一部改正について

標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通達したので、

了知するとともに、地方実施機関に対し周知徹底を図られたい。



- 1 -

国 自 安 第１２１号

国 自 貨 第 ８１号

令和元年１０月３１日

各 地 方 運 輸 局 長 殿

沖 縄 総 合 事 務 局 長 殿

自 動 車 局 長

「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等

について」の一部改正について

今般、「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等につ

いて」（平成８年１１月１日付け自貨第１０４号、自環第２４５号）の一部を別添新旧対

照表のとおり改正するので、遺漏なきよう取り扱うとともに、関係事業者に対し周知され

たい。
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別 添

「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正について（新旧対照表）

新 旧

自 貨 第 １ ０ ４ 号 自 貨 第 １ ０ ４ 号

自 環 第 ２ ４ ５ 号 自 環 第 ２ ４ ５ 号

平成 ８ 年１１月 １日 平成 ８ 年１１月 １日

一部改正 平成１４年 １月１７日 一部改正 平成１４年 １月１７日

一部改正 平成１６年１２月２４日 一部改正 平成１６年１２月２４日

一部改正 平成１９年 ５月 １日 一部改正 平成１９年 ５月 １日

一部改正 平成２１年 ９月２９日 一部改正 平成２１年 ９月２９日

一部改正 平成２１年１１月２０日 一部改正 平成２１年１１月２０日

一部改正 平成２２年 ４月２８日 一部改正 平成２２年 ４月２８日

一部改正 平成２５年 ９月１７日 一部改正 平成２５年 ９月１７日

一部改正 令和元年１０月３１日

各 地 方 運 輸 局 長 殿 各 地 方 運 輸 局 長 殿

沖縄総合事務局長 殿 沖縄総合事務局長 殿

自動車交通局長 自動車交通局長

貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等 貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等

について について

貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号。以下「法」という。）第２０条の 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号。以下「法」という。）第２０条の

規定に基づく運行管理者資格者証の返納等の行政処分等を行う場合は、この基準によ 規定に基づく運行管理者資格者証の返納等の行政処分等を行う場合は、この基準によ

ることとされたい。 ることとされたい。

１ 通則 １ 通則

（１）～（７）（略） （１）～（７）（略）

２ 運行管理者資格者証の返納命令処分 ２ 運行管理者資格者証の返納命令処分

（１）～（６）（略） （１）～（６）（略）

（７）運行管理者資格者証の返納命令処分を受けた資格者に対しては、法第１９条 （７）運行管理者資格者証の返納命令処分を受けた資格者に対しては、法第１９条

第２項第１号の規定に基づき、処分の日から５年を経過しなければ運行管理者 第２項第１号の規定に基づき、処分の日から２年を経過しなければ運行管理者

資格者証の交付を行わないものとする。運行管理者資格者証の返納命令に違反 資格者証の交付を行わないものとする。運行管理者資格者証の返納命令に違反

した場合も同様とする。 した場合も同様とする。

３ 資格者の警告 ３ 資格者の警告
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（略） （略）

附 則（平成１９年５月１日付け国自総第４９号、国自貨第１３号） 附 則（平成１９年５月１日付け国自総第４９号、国自貨第１３号）

１ 改正後の通達は、平成１９年７月１日以降の違反行為から適用する。 １ 改正後の通達は、平成１９年７月１日以降の違反行為から適用する。

２ 平成１９年６月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める基準 ２ 平成１９年６月３０日までの違反行為については、改正前の通達に定める基準

により処分等を行うものとする。 により処分等を行うものとする。

附 則（平成２１年９月２９日付け国自安第７６号、国自貨第８０号） 附 則（平成２１年９月２９日付け国自安第７６号、国自貨第８０号）

この通達は、平成２１年１０月１日から施行する。 この通達は、平成２１年１０月１日から施行する。

附 則（平成２１年１１月２０日付け国自安第１１２号、国自貨第１１３号） 附 則（平成２１年１１月２０日付け国自安第１１２号、国自貨第１１３号）

この通達は、平成２１年１２月１日から施行する。 この通達は、平成２１年１２月１日から施行する。

附 則（平成２２年４月２８日付け国自安第１０号、国自貨第１３号） 附 則（平成２２年４月２８日付け国自安第１０号、国自貨第１３号）

１ 改正後の通達は、平成２２年４月２８日から施行する。 １ 改正後の通達は、平成２２年４月２８日から施行する。

２ 平成２２年４月２７日までの違反行為については、改正前の通達に定める基 ２ 平成２２年４月２７日までの違反行為については、改正前の通達に定める基

準により処分等を行うものとする。 準により処分等を行うものとする。

附 則（平成２５年９月１７日付け国自安第１４８号、国自貨第６０号） 附 則（平成２５年９月１７日付け国自安第１４８号、国自貨第６０号）

１ この通達は、平成２５年１１月１日から施行する。 １ この通達は、平成２５年１１月１日から施行する。

２ この通達の施行の日前に確認した違反行為であって、この通達の施行の日に ２ この通達の施行の日前に確認した違反行為であって、この通達の施行の日に

おいて未だ行政処分等が行われていないものについて行政処分等を行う場合、 おいて未だ行政処分等が行われていないものについて行政処分等を行う場合、

この通達の規定を適用することが従前の規定を適用するよりも行政処分等を受 この通達の規定を適用することが従前の規定を適用するよりも行政処分等を受

ける者に不利益となるときは、従前の規定により行政処分等を行うものとする。 ける者に不利益となるときは、従前の規定により行政処分等を行うものとする。

３ ２（４）の規定中行政処分等の基準５．（１）①に係る規定については、平 ３ ２（４）の規定中行政処分等の基準５．（１）①に係る規定については、平

成２６年１月１日以降に違反行為があったものについて適用し、平成２５年１ 成２６年１月１日以降に違反行為があったものについて適用し、平成２５年１

２月３１日以前の違反行為については、なお従前の例による。 ２月３１日以前の違反行為については、なお従前の例による。

４ 「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等 ４ 「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等

の解釈及び運用について」（平成８年１１月１日付け自貨第１０５号、自環第 の解釈及び運用について」（平成８年１１月１日付け自貨第１０５号、自環第

２４６号）は、平成２５年１０月３１日限り廃止する。 ２４６号）は、平成２５年１０月３１日限り廃止する。

附 則（令和元年１０月３１日付け国自安第１２１号、国自貨第８１号）

この通達は、令和元年１１月１日から施行する。
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